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1 工事名奈良先端太宅際融鎚亘域研劉京_2号館笠服明器具更新王事/

2 工事場所奈良県生駒市高山町8916謝也の5 (奈良先端矛斗学技休伏郭完大学構内)/

3 完成期限令和 8年10月30日(金曜日)、

4 一般事項
舞昜説明書の適用方法

①・印で始まる事項については、Φ印を付した郭頁のみ適用する。
②文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある亨頁のみ
適用する。
③^印又はX印で抹消した事項は全て適用しない。

5 施工に関する事項
①工事用地

範囲は監督職員と協議のうぇ決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員
に提出して、発注者等の承諾を得ること。ただし、工事用地のイ齢斗は無償とする。
②仮設物の設置等
①仮設建物等

仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承
諾を得ること。
②障害物の撤去又は移設

障害物の撤去又1士移設をするときは、拐蛭雲亭監督職員の指示により行うこと。
③仮囲い等

仮囲い等を設けるときは、

と。

④監督1哉員事務戸斤
号)・設ける(

号

⑤仮設物の維持管理等
仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置

するものとし、常に維持保全に注意するとと。
⑥墜落防止措置

墜落制止用器具の着用については、労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜
落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年明25日厚生労働省'告示第Ⅱ
号)による墜落制止用暑誤(フルハーネス型墜落制止用器具、腰べルト型墜落制止用器具及
びランヤード等)とする。

⑦その他

_鼎易説明晝に丞す蔓亘蛙Σ_最低四基準空丞生もので。_宏全管理と七要な主四は、_適切な処
置空づ二亙三七。な1§._本工事範囲立ト:ξ!さ通堂四業麹を1丁二工い亙き三め_、_,重音'二振動_」_塵茶等
虫発生,二るj11業'工程!三関L了'_1主_監督豊員と_よ_S協議二史亙三と_。________________________

③工事用電力等

規模
(mう

^

(D設けない

10内外

2

^

20内外

3

監督職員と協議のうえ決定するこ

35内外

4

65内外

5

100内外

6



⑥基準第30第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をい
つ。

⑦天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額
にの額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものと
する。

⑧基準第30第4項ただし書きの規定を適用する(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に
限る)

3

^

圭

/)、

(3)契約の保証について

落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次のアからクのいずれかの書類を提出しな
ければならない。

契約保Z正金としてネ剛寸司、るものが、現金の場合は、保管針頁収証書及ひ契約保ヨ正鉾内付書
⑦本学が指定する金雨蠏関に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで振込
金受取書の交付を受けること。

(イ)振込金受取書の宛名の欄には、国立大料去人奈良先端科学技休伏学院大学学長塩

ψ迂二盗と記圭けるように申し込むこと。
(ウ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、本工
事に係る経理責任者の指示に従うこと。
①受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、国立大学法
人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程第43条の3により本学に帰属する。な
お、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収す
る。

(オ)受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに払渡請求書を提出す
ること。

イ契約保証金の納付に代わる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債
を除く)、政府の保証のある債券、e尉テ、株式会社商エネ且合中央金庫、農林中央金庫又は全

国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87
号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23甲去律第256号)第1条の規定
により設立された日本国有鉄道及び日本電信哉舌株式会社等に関する法律(昭和59甲去律第
85号)附則堀条第1項の規定による解散前の日本電信翫舌公社が発行した債券で政府の保証
のある債券以外のもの、地方債及び本工事に係る経理責任者が確実と認める社債の場合は、
政府保管有価証券払込済通知書及ひ契約保証金ネ剛寸書
⑦政府保管有価証券払込済通知書は、本学が指定する金融機関に契約保証金の金額に相

当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けるこど。
(イ)政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、国立大戦去人奈良先端科学技術大学

院大学学長塩蜻ブ_裕と記載するように申し込むとと。
(ウ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、本工
事に係る経理責任者の指示に従うこと。
①受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、国立大学
法人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱赫呈第43条3の規定により本学に帰属す
る。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴
収する。

(オ)受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに大学保管有価証券払
滋青求書を提出すること。
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(オ)保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
仂)保三正期間は、工期を含むものとすること。
御保証債務圖テ請求の有効期間は、保ヨ正期間経過後6月以上確保されるものとするこ
と。

⑦請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保Z正期間を変更する場合等
の取扱いについては、本工事に係る経理責任者の指示に従うとと。

(ケ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われ
た保き正金は、国立大学マ去人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱赫呈第43条3の規
定により本学に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合には、
別途、超過分を徴収する。

①受注者は、'艮1テ等が保証した場合にあっては、工事完成後、本工事に係る経理責任

者から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、鋤テ等に返還すること。
キ債務の不圖テにより生ずる損害をてん補する圖テ保ぎ正保険契約に係る証券
⑦圖テ保ヨ正保険とは、保険会社が債務不剛テ時に保険金を支払うことを約する保険であ
る。

(イ)肩テ保二正保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ)保険証券の宛名の欄には、国立大学1去人奈良先端科学技術大学院大学学長塩崎一
裕と記載するように申し込むこと。

(エ)証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が
記載されるように申し込むこと。
け)保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
①保険期間は、工期を含むものとすること。

(キ)請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、本工事に係る
経理責任者の指示に従うこと。

⑦受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保
険金は、国立大学才去人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱赫呈第43条3の規定に
より本学に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超
過分を徴収する。

ク債務の圖テを保証する公共工事刷テ保証証券による保証に係る証券
⑦公共工事圖テ保証証券とは、保険会社、e斯テ、農林中央金庫その他財務大臣の指定す
る金融機関(以下「保険会不埒」という。)が保証金額をF艮1亥として債務の圖テを保証
する保証である。

(イ)公共工事圖テ保証証券の宛名の欄には、国立大学1去人奈良先端科学技術大郭完大学
学長塩崎一裕と記載するように申し込むこと。

(ウ)証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名
が言己載されるように申し込むこと。
①保証金額は、二青負代金額の10分の1の金額以上とする。

(オ)保ヨ正期間は、工期を含むものとすること。
①請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の
取扱いについては、本工事に係る経理責任者のキ旨示に従うこと。
御受注者の責に帰すべき事由によ,り契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保
証金は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱赫呈第43条3の規定に

より本学に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超
過分を徴収する。

②①の規定による金融機関等が交イサる金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等
が交イ寸する公共工事圖テ保証証券に係る証券又は保険会社が交イ寸する圖テ保ヨ鷹杲険契約
に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処珊且織を使用する方法その他の情
報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金雨蟻関等が定め本工事に係る経理責

任者の認める措置を講ずることができる。この場合において、落キ堵は当ヨ亥保証書又は
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①工事請負代金が300万円以上の場合は、公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結
し、当該保証証書を添えて工事ヨ青負代金額の「10分の4」以内の額の崩厶金を請求すること
ができる。

る垂一碧至^

②崩厶金の保証に係る保証証書の寄託について、原則、受注者は、電子証書等閲覧サービス
上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同
じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及ひ認証情報を本工事に係る経理責任者に提f北
し、本工事に係る経理責任者は、当該保証契約番号及ひ認証情報を用いて当該電子証書を閲
覧する方法とし、この場合においては、保証契約番号及び認証情報について電子契約システ
ム(又は電子メーノレ)を介して提t北するとと。

(1の契約不適合責任
基準卸3及び第57による。

(1D 工事関係保険の締結

この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、担立保陰契飽_(共済その他これに
準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。
①保険対象

工事き青負契約の対象となっている工事全体とすること。
②保険契約者

受注者とすること。
③被保険者

発注者並びに受注者及びそのすべての下i青負人(リース仮設材を使用する場合には、リー
ス業者を含む。)とすること。
④保険金額

請負代金額と同額とすること。ただし、卦合材料又は貸与品の価額が算入されていないと
きはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用解体撤去工事費、用地
費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤保険金支払額の控除額晩責視
請負代金額の1000分の5の額にの額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。
⑥保険金請求者

受注者とすること。
⑦保険期間

工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧特約条項

゛ー

^ 三圭

^

＼

メ岱

^ 三^

ウ次の付保剣牛により、損害1音償責任担保特約を付帯信青負業者1音償責イ壬保険その他これ
に準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。
⑦対人a音償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とするとと。
q)対物1音償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。
(ウ)発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。

事等雫^

⑨その他

＼:
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よる指名停止を受けた者については10点、文書注意を受けた者については8点の工事燃責評
定点の減点となる。

8 その他

①工事舞責情報サービス(CORINS)への登録

この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容
に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引
渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実債清報サ
ービス(COR INS)へ登録すること。
なお、技休渚の従事期間は、余裕期間を含まないものとする。

②公共事業労務費調査への協力
毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準
法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。

なお、賃金台帳の整備にあたっては、一般社団法人全国建設業協会刊「建設舞昜の賃金管理
の手引き」によること。
③共通費実態調査への協力

本工事は、受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握することにより、発注者にお
ける工事費積算のより一層の適正化をはかることを目的とした共通費実態調査(共通費モニタ
リング調査)の刻象工事である。

なお、調査票は、監督職員から酉肺するものとする。
④建設業潤哉金共済制度の圖テ

①受注者は、建設業退1哉金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発
注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請
負契約締結後原則40日以内)に、発注者に提出しなければならない。
また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等
により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく圖テ状況について、工事完成

後、速やかに掛金充当舞鮮&告統才舌表を作成し、1余査1競員に提示しなければならない。
②「建設業退職金共済制度適用事業主工事芽易の標識を掲示すること。
⑤工事成領言平定について

この工事は、「公共工事の入木吸て災契約の適正化のイ匙隹に関する法律」(平成12甲去律第12
7号)及び「公共工事の入札及ひ契約の適正化を図るための措置に関する指金+」(平成13年3月
9日閣議決定)に基づき、文音お科学省'が定めた工事成磧評定要領(平成20年1月17日付け文教施
設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事である。
(6)ワンデーレスポンスの実施について
本工事は、ワンデーレスポンス実施刻象工事である。
①ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その
日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまで
に回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日
のうち」にすることを含むものとする。

②受注者は、実施工程表の提出にあたって、イ乍業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握で
きる工程管理方法について、監督1哉員と協議を行うこと。
③受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査
し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

⑦工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
落木堵(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24甲去律第10
0号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又はZ青負代金の額に影響を及ぼす事象が発生

するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決
定)から請負契約を締佶するまでに、契約担当者等に対して、その旨を当該事象の状況の把握
のため必要な,「青報と併せて通知すること。

9
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(13)週休2日イ足進工事の実施について

本工事は、労働基準法の時間外労働規制を踏まえ、週休2日を育幌に工期を設定している。
注者は工事着手前に、「現j昜閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を提出する。変形労働時
間制等の週休2日以外の働き方を希望する場合は、受注者は、施工期間、施工時間等について、
監督1哉員と協議の上、実施するものとする。
また、工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等
を提出するものとする。

なお、週休2日の考え方は以下のとおりである。
1)「週休2日」とは、工期における全ての週において、原則として士曜日及び日曜日を現
場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現ナ昜閉所を行うことをいう。
2)「現j昜閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要なイ乍業を行う場合を
除き、現j昜事務所でのイ乍業を含めて1日を通して現j昜が閉所された状態をいう。また、
降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑によるイ乍業不能による一日を通しての現
場の閉所についても、舞昜閉所に含めるものとする。
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来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば、高温多湿、粉じん等の現場条件の影
響により、使用機器の利用が困難な工種が想、定される)。
③小尉反情報の電子鵬己入を行った写真の納品
受注者は、②に示す小尉反情報の電子的記入を行った写真(以下、「小尉反清報電子化写
真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は
URL (http.://脚".joom.ia.otg/kokuban/)のチェックシステム(信懇性チェックツーノレ)
又はチェックシステム(イ甫長性チェックツーノレ)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写
真ビューアソフトを用いて、小則反情報電子化写真の信遍性確認、を行い、その結果を併せて
監督1鵲員へ提出するものとする。なお、提出された信遍性確認、の結果を、監督1競員が確認、す
ることがある。
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施工条件

1.作業環境について

1)作業実施時間は、原則として9時00分~17時00分とする。

2)作業延長する場合は、事前に監督職員へ連絡を行い、承諾を得ること。

2.工事期間中の留意事項

1)工事において断水及ぴ停電等の建物管理に影響のある作業は、下記の別契約業務の業務責任者と調整を図ること。

業務名:奈良先端大生駒団地保全業務

2)騒音、振動、粉塵を伴う作業については事前に監督職員と協議のうぇ、施工日を決定する。

3)断水や停電、特に大きな騒音、振動等を伴う作業(搬入搬出作業やコア抜き、アンカー打設等)ほ原則として

土・日・祝日に行うこと。

4)本工事は大学運営を行いながらの改修であり、工程・作業方法・養生方法については動線確保等の配慮をすると

共に監督職員と十分な協議を行うこと。

5)道路・側溝・地下埋設物等を汚損若しくほ破損したときは、速やかに監督職員と協議のうぇ現状に復するものとする。

6)ケーブル接続替えを行う際には広範囲の停電が伴うので、出来るだけ停電時間を短くなるように施工内容を検討し

実施日時については、監督職員から指定する学内調整後の日時で行うこと。

3.学内行事予定

1)学内行事予定日については、下記による。

その他については監督職員の指示によるものとする。

現場説明書別紙一2

0

0

入試

0

入試

.

行事

入試

.

学位記授与式

.

入学式

.

全学停電

.

入試

.

入試

オープンキャンパス

令和8年7月2日(木)

凡例●:作業不可(構内立入不可)

令和8年7月6日(月)

令和8年8月24日(月)

令和8年9月25日(金)

令和8年10月2日(金)

令和8年10月18日(日)

日程

令和8年10月22日(木)

令和8年10月27日(火)

/令和8年7月3日(金)

令和8年10月31日(土)

令和8年7月13日(月)

令和8年8月27日(木)

0:騒音等規制有(構内立入可)

建物内作業で騒音のない作業は可能。監督職員との協議による。

/令和8年10月23日(金)

令和8年10月29日(木)


